
東海村社会教育振興基本計画について 
 

１． 東海村社会教育振興基本計画とは 

① 東海村教育振興基本計画（とうかい教育プラン 2025）を補完しつつ，社会教育に特化した計画 

② 本村の社会教育の全体像を統括して方向性を明らかにした計画 

③ 相互連携により推進される計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 計画期間 

令和４年度から令和７年度（４年間） 

 

３． 計画の評価方法 

・教育委員会による自己評価 

・社会教育委員会議による進捗状況確認及び審議 

※評価基準は東海村教育振興基本計画の評価基準と同様とする。 

（達成状況の評価基準） 

 
評価 達 成 状 況 

Ａ ７５～１００％（有効な業務・施策を順調に行っている） 

Ｂ ５０～ ７４％（概ね順調だが何らかの改善を要する） 

Ｃ ２５～ ４９％（大幅な見直し，改善を要する） 

Ｄ ０～ ２４％（休止・廃止の検討を要する） 

 

文化芸術・スポーツ推進担当 

（スポーツ推進計画） 

生涯学習担当 

（公民館運営基準） 

博物館・文化財担当 

（文化財保護・活用計画） 

青少年担当 

図書館 

（読書活動推進計画） 

東海村社会教育振興基本計画 

＜基本目標＞ 

誰もが学びを深め，東海村をより好きになり

地域の人たちとつながり，心が潤って素敵な

まちづくりを実現する 

～人づくり・つながりづくり・地域づくりの実現～ 

（資料１） 

生涯学習課 


